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第７章 地区計画の実現方策 

１．地区計画の策定までの流れ 
地区計画による都市計画決定までの流れは以下の通りです。  

＜地区計画の都市計画決定までの流れ＞ 

 

 

 

 

  

 
地域住民・土地所有者 

 
裾 野 市  

 

・基本方針などに関する内容説明 

・協議会設立に関する助言・指導 

・協議会や地権者との合意形成のため

の助言・指導 

※ 都市計画提案制度の活用を原則とします 

 

 
 ❽ 

裾野市へ地区計画の都市計画 
提案 
（都市計画提案制度の活用） 

地区計画の都市計画決定・建築条例制定  

地区計画の 
具体的な検討 

随時支援を実施 

概
ね
１
年 

 

  ❷ 
地区計画制度に関する情報
提供 

  ❾ 関係機関協議（県・関係部局） 

  ❿ 地区計画原案の作成 

  ⓫ 
地区計画の法的手続き
（公告・縦覧等） 

  ❶ 
地区計画制度活用に関する 
意識の高まり 

  ❼ 関係機関協議（関係部局） 

  ❻ 土地所有者等との合意形成 

  ❹ 
地元組織などの設立 
（まちづくり協議会等） 

  ❸ 適用地区の設定 

  ❺ 地区計画素案の作成 
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２．都市計画提案制度の流れ 
平成 14 年の都市計画法改正により創設された都市計画提案制度の流れは以下の通りです。 

＜都市計画提案制度の流れ＞ 

 

 

 

裾野市は提案に基づく都市計画の決定・変更を行うか判断する 

裾

野

市
 

 

提

案

者

 

都市計画の決定・変更を行う 

必要があると認めるとき 

提案に基づく都市計画の案の

作成 

公聴会の開催・案の縦覧 

都市計画審議会に付議  

（提案内容を報告） 

都市計画の決定・変更 

都市計画の決定・変更を行う 

必要がないと判断するとき 

都市計画審議会に提案を提出

し意見を聴く 

都市計画の決定・変更をしない 

都市計画の決定・変更をしない
理由を提案者に通知 

【提案の要件】  
➊ 0.3 ha 以上の地区 

（産業集積型は 5ha 以上） 

➋ 都市計画に関する法令上の基準に適合 

➌ 土地所有者等の 2／3 以上の同意 

【事前準備】  
➊ 事前相談 

➋ 関係機関との協議  

➌ 地権者及び周辺住民への説明 

土地所有者、まちづくりＮＰＯ法人などによる都市計画の提案 


